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１ 計画の推進体制 

計画の実現を目指し、庁内における関係各課とワーキング会議を開催し、事業の実施に

係る連携や調整を図るとともに、施策の進捗状況について進行管理を行います。 
本計画の進行管理は第３章で示したように、数値目標を掲載した項目を指標として、最

終年度に健康づくりに関するアンケート調査を実施するなど、目標の達成度の評価を行い

ます。また、健康づくりの事業や取組の進捗状況を確認し、評価を行います。 
その他、計画の実施や推進について協議することで、生涯を通じた健康づくりが総合的

に推進できる体制整備に努めます。 
 

２ 協働による取組の推進 

少子社会、超高齢社会を迎えた中、活力ある社会の実現に向け、市民一人ひとりが生涯

にわたり自ら健康づくりに取り組むためには、市民と行政、地域の団体、保育所、幼稚園、

学校、関係機関・団体等がそれぞれの役割と責任を持ち、主体的な取組を進めるとともに、

お互いの取組への理解を深めながら協働により取り組むことが必要です。 
地域が一体となった取組となるよう各主体への働きかけを行うとともに、地域で「健康

づくり」に関する活動を担う人材の育成や地域での活動を支援します。 
 
 
 
 
 




